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１．規定の主旨 

（１）もみじ銀行（以下「当行」という。）は、両替機専用カード（以下「専用カード」という。）をこの 

規定に従って取扱うものとします。 

（２）当行から専用カードの交付を受けた方(以下「お客様」という。)は、この規定に基づきお取引して 

いただきます。 

２．専用カードの交付 

（１）専用カードの交付を希望されるお客様は、当行が定める方法により、専用カードの交付を受けるこ 

とができます。 

（２）専用カード上には両替機を利用するために必要なコード情報等のみを有し、金銭残高は一切保有し 

ておりません。従って金銭に代わるものではありません。 

（３）専用カードは、お一人様（法人、団体を含む）１枚のみ発行いたします。 

（４）専用カードの初回発行に際しては、発行手数料は不要です。ただし、専用カードの盗難、紛失等の 

場合の再発行手数料は所定の手数料が必要です。 

３．専用カードが利用できる場合 

（１）お客様は、専用カードを当店の両替機に使用する際に、取扱手数料を支払わず、両替できますが、 

別途、所定の手続により後日取扱手数料が必要です。 

（２）専用カードは、当店の両替機に限りご利用いただけます。 

４．専用カードの保管 

（１）専用カードの使用に際し、両替機では暗証番号等のチェックが不可であるため、同カードによる本 

人確認の識別ができません。第三者に不正使用されることがないように保管してください。 

５．専用カードがご利用できない場合 

（１）つぎの場合は、お客様の専用カードをご利用いただくことができません。 

・専用カードが偽造もしくは変造され、または不正に作り出されたものであるとき。 

・専用カードが違法に取得されたものであるとき。 

・違法に取得されたことを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。 

・専用カードの破損、両替機の故障等により、当店の両替機で専用カードを読み取ることができな 

いとき。 

専用カードをご利用いただけませんので、あらかじめご了承願います。 

６．専用カードが破損等の場合 

（１）専用カードの外観上は破損がないか磁気ストライプの読取りができない場合には、お客様は書面に 

よる当店への届出とともに読取不能となった専用カードをご提出下さい。 

（２）再貸与する専用カードの図柄については、従前の専用カードと異なる場合がありますのでご了承く 

ださい。 

７．専用カードの盗難、紛失の場合 

（１）専用カードを盗難または紛失した場合には、お客様は直ちに当店にお届けください。 

８．規定の変更 

（１）本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法 

548 条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。 
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（２）前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、店頭表示、 

インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。 

（３）前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開 

始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。 

９．譲渡・質入の禁止 

（１）専用カードは譲渡・質入はできません。 

（２）ご不要になった専用カードは当店へお返しください。 

以 上 

（2020 年 4月 1日現在） 

 


